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船舶事故調査報告書 

 

                               令和３年９月８日 

                      運輸安全委員会（海事専門部会）議決 

                         委   員  佐 藤 雄 二（部会長） 

                         委   員  田 村 兼 吉 

                         委   員  岡 本 満喜子 

 

事故種類 乗揚（定置網） 

発生日時 令和３年４月３日 １３時２０分ごろ 

発生場所 神奈川県三浦市金田漁港北東方沖 

 金田港東防波堤灯台から真方位０７１°１,７１０ｍ付近 

 （概位 北緯３５°０９.９′ 東経１３９°４１.０′） 

事故の概要  プレジャーボートKurenai
ク レ ナ イ

 A T
エーティ

は、定置網のブイを避けようと右転

中、同網の固定用ロープに乗り揚げた。 

 Kurenai AT は、左舷中央部船底外板に擦過傷を生じた。 

事故調査の経過  令和３年４月２３日、本事故の調査を担当する主管調査官（横浜事

務所）ほか１人の地方事故調査官を指名した。 

 原因関係者から意見聴取を行った。 

事実情報 

 船種船名、総トン数 

 船舶番号、船舶所有者等 

 Ｌ×Ｂ×Ｄ、船質 

 機関、出力、進水等 

 

プレジャーボート Kurenai AT、５.０トン 

 ２３２－４５５８６千葉、株式会社デイリートランスポート 

 ８.９５ｍ（Lr）×３.１７ｍ×１.９２ｍ、ＦＲＰ 

 ディーゼル機関、３２０kＷ、平成３１年１月 

 乗組員等に関する情報 船長 ５６歳 

 一級小型船舶操縦士 

  免許登録日 平成２４年６月２８日 

  免許証交付日 平成２９年６月１４日 

         （令和４年６月２７日まで有効） 

 死傷者等 なし 

 損傷 本船 左舷中央部船底外板に擦過傷 

定置網 本船を救助する際、固定用ロープを切断 

 気象・海象 気象：天気 晴れ、風向 南南西、風力 ２、視界 良好 

海象：波高 約０.５ｍ、潮汐 下げ潮の末期、潮流 西南西流 

 事故の経過  本船は、船長が１人で乗り組み、知人６人を乗せ、令和３年４月３

日０６時３０分ごろ千葉県木更津港を出港し、同県富津市浜金谷港沖

及び鋸南
きょなん

町保田
ほ た

漁港沖で釣りを行った後、１２時３０分ごろ神奈川県

金田湾に移動した。 

 船長は、魚群探知機で釣り場を探し、金田漁港北東方沖に設置され

た定置網（以下「本件定置網」という。）の東北東方３００ｍ付近で

漂泊して釣りを始め、潮流によって本件定置網の方向に流されるの
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で、本件定置網のブイ（以下「本件ブイ」という。）に約１５０ｍの

距離まで接近したら、元の場所に戻るようにしていた。 

 船長は、知人らと共に釣りを行っていたところ、船首方約５０ｍの

距離まで本件ブイに接近していることに気付き、本件ブイを避けよう

と後部甲板に設けられた舵輪及び主機操縦レバーを操作して極微速力

前進とし、舵効が得られる速力となったので右舵一杯とした。 

 本船は、右転して船首方至近となった本件ブイを避けた後、１３時

２０分ごろ、本件ブイが左舷船尾から２～３ｍの距離となったとき、

本件ブイから海底に延びた本件定置網の固定用ロープに乗り揚げ、船

尾側から異音及び振動が生じて停止した。 

 船長は、主機を中立としてプロペラ点検口からプロペラシャフトに

ロープが絡んでいることを確認し、ボートレスキューサービス（Boat 

Assistance Network）に救助を要請するとともに海上保安庁に通報し

た。 

 本船は、海上保安庁から連絡を受けた水難救済会所属の船舶（本件

定置網所有者）により救助され、金田漁港にえい
．．

航されたのち絡んだ

ロープを取り除き、自力で帰航した。 

（付図１ 事故発生経過概略図 参照） 

 その他の事項  本船の船尾喫水は、約１.３ｍであった。 

 本件定置網は、東西方向に約４００ｍ、南北方向に約１５０ｍの範

囲に設置され、本件定置網の東端に本件ブイが位置しており、本件ブ

イが、長さ約１.３ｍ、直径約０.７ｍの円柱型で、その一端に本件定

置網につながるロープが、もう一端に海底に向かって斜めに延ばした

直径３０mm の化学繊維製ロープがそれぞれ係止されていた。 

 船長は、金田湾に定置網が設置されていることを知っており、本件

ブイが定置網のブイであると認識していたが、本件ブイから延びるロ

ープが真下に向かって延びていると思っていた。 

 船長は、本事故後、船首方約５０ｍの距離まで本件ブイに接近して

いることに気付いた際、すぐに本件ブイから離れるように主機を後進

として避けるべきであったと思った。 

 本事故当時、本船の乗船者は、いずれも救命胴衣を着用していた。 

分析 

 乗組員等の関与 

 船体・機関等の関与 

 気象・海象等の関与 

 判明した事項の解析 

 

あり 

なし 

なし 

 本船は、金田漁港北東方沖で釣りをしながら漂泊中、船首方約５０

ｍの距離まで本件ブイに接近した際、船長が、主機を前進に操作し、

本件ブイに船首方至近まで接近して避航したことから、本件ブイから

海底に向かって斜めに延びた本件定置網の固定用ロープに乗り揚げた

ものと考えられる。 
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 船長は、本件ブイが定置網のブイであると認識していたが、本件ブ

イから延びるロープが真下に向かって延びていると思っていたことか

ら、主機を前進に操作し、本件ブイに船首方至近まで接近して避航し

たものと考えられる。 

原因  本事故は、金田漁港北東方沖において、本船が釣りをしながら漂泊

中、本件ブイに接近した際、船長が、本件ブイから延びるロープが真

下に向かって延びていると思い、主機を前進に操作し、本件ブイに船

首方至近まで接近して避航したため、本件ブイから海底に向かって斜

めに延びた本件定置網の固定用ロープに乗り揚げたものと考えられ

る。 

再発防止策  今後の同種事故等の再発防止に役立つ事項として、次のことが考え

られる。 

 ・船長は、漂泊して釣り等を行う場合、風や潮流により船体が流さ

れて障害物に接近することのないよう、常時、周囲の見張りを行

うこと。 

 ・船長は、定置網等の周囲には複数のロープ等が張り巡らされてい

ることに留意し、ブイ等に接近した場合、余裕のある距離で避航

すること。 
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付図１ 事故発生経過概略図 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

千葉県 
神奈川県 

金田漁港 

三浦市 

木更津市 

金田港東防波堤灯台 

木更津港 

富津市 

浜金谷港 

鋸南町 

保田漁港 

金田湾 

事故発生場所 
（令和３年４月３日 
１３時２０分ごろ発生） 

本船（漂泊中） 極微速力前進 

潮流により圧流 


